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●
接
種
希
望
日
の
前
日（
予
約
受
付
時
間
内
）ま
で
に
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※
一
日
の
接
種
予
定
人
数
に
達
し
た
場
合
、
予
約
を
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。
ま
た
、
お
早
め
に
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
接
種
日
当
日
の
ご
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
予
約
日
の
変
更
、
キ
ャ
ン
セ
ル
の
際
は
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
大
津
診
療
所
（
第
１
・
第
３
木
曜
日
・
13
時
～
14
時
、
第
２
・
第
４
木

曜
日
11
時
～
12
時
）
で
接
種
希
望
の
方
は
ご
予
約
の
際
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

※
ワ
ク
チ
ン
準
備
の
関
係
で
、
当
日
に
大
津
診
療
所
へ
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
予
防
接
種
を
受
け
る
際
に
は
予
診
票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

な
る
べ
く
事
前
に
記
入
（
体
温
測
定
も
忘
れ
ず
に
）
さ
れ
、
接
種
当
日
持
参
す
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。
予
診
票
は
、
豊
頃
医
院
・
役
場
福
祉
課
・
大
津
支
所
・
保
健
セ
ン
タ
ー

内
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
。

　

事
前
に
ご
予
約
が
必
要
で
す
！

　
　
　
　
　
　
　

10
月
12
日
︵
月
︶
か
ら
予
約
受
付
開
始

豊頃町立豊頃医院
　　☎ 015-574-2020

予約受付時間（診療時間内）

平　日
（月～金曜日）

午前 8：30 ～ 11：30

午後 14：00 ～ 17：30

土曜日 午前のみ 8：30 ～ 11：30

※第 2・第 4 土曜日とその前日（金曜日）の午後は除く

ご予約は、
電話または
受付窓口へ

インフルエンザ予防接種のご案内
令和 2 年 11 月 2 日（月）から接種開始します

のご案内

令和 3 年 3 月 31 日（水）まで

接種料金

区　分
豊頃町民 町民以外

1 回目 2 回目 接種 1回当たり

６か月～２歳 無料 1,400 円

3 歳～ 12 歳
1,000 円

1,000 円

3,000 円
13 歳～中学生

3,000 円※高校生～ 64 歳 1,500 円

65 歳以上 500 円
※ 13 歳未満のお子さんは 2 回接種が必要です。
※ 13 歳以上は原則 1 回接種。2 回目を接種する場合は助成対象外にな

ります。
• 豊頃町民には町民以外の料金との差額を町が負担します。
• 生活保護世帯の方は無料です。
• 年齢は接種日当日のものとします。

　詳しくは・・・【お問合せ先】保健センター　 ☎ （５７４）３１４１

　交通事故（自動車事故や自転車事故等）や飲食店等での食中毒など、第三者（加害者）の行為によって、
けがや病気になったとき、本来、治療費（過失相当分）は加害者が全額負担するのが原則です。しかし、
現実的には話し合いや賠償請求が遅れるため一時的に健康保険の給付を受けて治療することができます。
　このとき健康保険で負担した費用は、加害者に代わり一時立て替えている状況になるので、後日加害者
へ損害賠償請求をすることになります。

国民健康保険・後期高齢者医療保険のお知らせ

交通事故など第三者の行為により、
けがや病気になったときは？

第三者行為とは？
• 交通事故
• 他人のペットに噛まれた
• 購入食品や飲食店等での食中毒
• 暴力行為　など

役場福祉課保険係
の窓口にも
必ず届出しましょう
　第三者行為により保険証を使用する場合は必ず
福祉課保険係へ第三者行為による被害届の提出を
してください。また安易な示談はさけて事前に相
談してください。

（法令により、速やかに医療保険者に届け出をする
ことが義務付けられています。）

警察に届け出ましょう
　交通事故のときは、けがの程度が軽くても必ず
警察に届け出し、人身事故として事故証明書を出
してもらいましょう。

必ず医療機関に
伝えましょう
　医療機関に対して第三者行為によるけがなどに
より、保険証を使用して治療を受ける旨をしっか
りと伝えましょう。

届出に必要なもの
• 第三者行為による被害届（保険係の窓口にあります）
• 保険証
• 被保険者の印鑑
• 事故証明書（後日でも可）など

詳しくは福祉課保険係へご相談ください。

問合せ先 　北海道後期高齢者医療広域連合☎ 011（290）5601
　役場福祉課保険係　☎（574）2214

ジェネリック医薬品の利用について
〇医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）

とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。
〇ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師

や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の
受付窓口に「希望カード（シール）」を提示するこ
とによりお願いすることができます。「希望カード」
が必要な方は福祉課保険係までお問合せください。

【効き目・安全性について】
　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能

を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全な
お薬です。

※ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく
相談しましょう。

【価格について】
　ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くな

ります。薬によって異なりますが、新薬より3割以上、
なかには 5 割以上安くなるものもあります。

【かかりつけ医師・薬剤師をもちましょう】
〇自分の処方されている薬がわかるように、お薬手

帳を 1 冊にまとめて持ちましょう。

接種日・受付時間（祝日は休診）

豊頃医院

月～金曜日 午前 9：30 ～ 11：30

月・水・金曜日 午後 16：30 ～ 17：30

※第２・第４土曜日とその前日（金曜日）の午後は休診となります。
※土曜日は接種できません。

大津診療所

第 1・第 3 木曜日 13：00 ～ 14：00

第 2・第 4 木曜日 11：00 ～ 12：00
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